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判決をお送りします

前賂
CAMメ ー リングリストでお知らせした判決文です。

「消費者判例」に相応しいか躊躇があったのですが， 一応送付させていただきま
す。 掲載のご判断は全面的に山根先生にお任せ致します。

いわゆる大規模な詐欺事件の集団訴訟の一つの解決となる判決として重要と思い，
送付させていただきます。

1 事案
平成14年1月当初に毎日新聞社がスクープし， その後半年ほどの間，ワイド

ショ ー を願力遠�tt.- (当時スケスケルックで有名になりました）の詐欺事
件です。

テレビや新聞を媒体とした通販事業の広告費名目で出資を寡り，2 0%等の利
益を上乗せして配当するという商法を， 平成8年ころから繰り返し，自転車操業
に陥って， 平成12年-13年ころには被害が顕在化し， 平成1 4年3月の警視
庁の強制捜査でとどめを刺され， 同年4月には被害者である債権者破産により破
産宜告された事件です。

2 本件の位置づけ
破産手続による被害回復の外， マスコミ訴訟， 従業員への損害賠償請求などを

被害者弁護団にて行ってきました。 本件の25名を訴えた役員訴訟もその一環で
す。

25名の被告のうち， ほとんどは和解等で解決していきましたが，和解になら
なかった被告2名についてそれぞれ判決がなされたのが， 別紙の判決です。

3 平成1 7年4月26日判決
この役員は，

税理士として， のみならず
経営（如何に被害者にお金の返還をさせないか）の指南役

としても関与していた者です。
判決要旨は，

① 不法行為責任
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不法行為資任は， 税理士としての関与によるものは最終的に否定されました
が， 出資法違反等の事実の認識はあったなどの事実認定をしています。

株式売却にかかる最後の関わりという，税理土以上の関わりをもって， 不法
行為責任を肯定しました。

② 取締役の266の3責任
これも肯定しました。

③ 損害論は，「一遮の詐欺行為の中で途中から加担した者も」全額について因果
関係あると論じました。

途中からでも組織的詐欺の中心部にいたので， 全体の損客に因果関係ありの
認定です。

税理士としての専門家責任の一つの裁判例になると思われます。
また，取締役責任の判断もあります。
損害諭·因呆関係綸の判断も参考になると思われます。

4 平成17年5月1 7日判決
この役員は， 業者としての関与もありました。
しかしながら， 不法行為責任は否定されました。
ただ， 役員責任は肯定しました。
事例判断ですが， 一つの事例として参考になると思われます。

5 なお
上記2つの判決については， それぞれ東京高等裁判所に控訴されております。

担訴人■ ：平成17年（ネ）第3117号
担訴人．．：平成17年（ネ）第3118号

以 上



平成1 7年4月2 6日判決首渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成14年（ワ）第20708号， 同第25067号損害賠償請求事件

口頭弁論終結日 平成1 7年3月1日
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1 被告は， 原告らそれぞれに対し ， 11 0 0万円及びこれに対する平成14年

4月5日から支払済みまで年5分の割合による金貝を支払え。

・ 2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は仮に執行することができる。

ー 事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

本件は， 原告らが， A （一｀囀（以下濯•＇という。）を

オーナー とする企業グルー プ）の組織的詐欺行為によって金員を詐取されたと

． し， A I の税務顧問であり， A の 一員である． ． 

◄ 

5 債権回収株式会社（以下「 8

C, 

月15日商号変更により

E 

債権回収」という。）の取締役及び

株式会社（同社は， 平成1 3年6

p '株式会社から

株式会社となり， 同年9月1日更なる商

号変更により し 株式会社となっ

た。以下「 f Jという。）の監査役であった被告に対

し， 共同不法行為責任（民法709条， 7 1 9条1項）及び役員の第三者責任

（商法266条の3第1項， 280条）に基づき， 各原告につき， 別紙債権額

一覧「鼈定債権額」欄記載の各損害金の内金各1000万円と同内金の10パ

ーセント相当の弁護士費用相当損害金各1 0 0万円との合計各1100万円の

損容賠償を請求した事案である。

1 前提事実（当事者間に争いがない事実以外は末尾記載の証拠で認定する。）

(1) 当事者等

ア 原告らは， いずれも， A の会員・準従業員と呼ばれ， 同

グルー プに金員を拠出してきた者（以下「会員」という。）である。
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A は， 高利益を甑い， 広告費名目等で一般投資家から資

金を集めていたが， 平成1 4年3月2 6日 ， 同グループの中核企業であっ

た f. ·• まか関連会社である G 株式会社

（以下「 G 」という。），- l-{ 株式会社（同社は

平成1 3年5月11日商号変更により， I 株式会社から

l-1 . 株式会社となった口 以下「 日 」という。），

り 債権回収， J 株式会社（同社は， 平成

14年1月7日商号変更により， K 株式会社から

'J . 株式会社となった。 以下「 J '」とい

う。）について，一部会員らによって破産の申立てがなされ，同年4月5日，

各会社に対する破産宣告がなされた。 平成14年3月， A

について， 出資法違反の容疑で強制捜査が行われ， 同年9月1 0日には，

ーら1名が詐欺容疑で逮捕された。（甲20ないし32, 69, 70の1

ヽ
ないし6)

9

、

イ 被告は東京税理士会に所属する税理士である。 被告は， 平成10年1

1月1 3日。知人の．．．． 坑護士（以下「．． 弁護士」という。）から，

D 株式会社（以下「. D 

」という。）の税務を依頼され，以後 ， 顧問税理士として同社の関

述企業の税務を引き受けるようになった。被告は平成1 2年1 1月ころ，

一から債権管理回収会社の設立に協力するよう要請され， B 債権

回収の設立に携わり ， 設立時（平成1 3年4月1 0日）にその取締役に就

任するとともに， 平成1 3年1 1月6日には， F

の監査役に就任した。（甲4, 乙14第1号証）

(2) A の詐欺商法の概要

ア F 1 について

i= . . は国内のグルー プ企業の全株式を保有する
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持株会社であり，llllla?, 同社の株式1 0 0パーセントを保有していた（甲

1)。

F は， 他のグルー プ企業の株式を保有する以

外には独自に収益に結び付く企業活動を行っておらず， I 

G 及び株式会社 L (以下「 L 」

という。）から経営管理料名目で毎月入金を受け七
・

いた（甲1 5)。

ィ． ジー ・システムの概要（平成8年こるから平成1 3年8月ころまで）

H は， 平成8年ころから， 自宅にいながら安定した収入が得

られる旨の会員募集の新聞折込広告等を配布しバ応募してきた会員に対し．

定期的に「エントリーガイド」などと称する冊子等を送付し， H 

の関運会社において通信販売を行っている複数の商品のうちから特定の

商品を選択し， 当該商品の宣伝広告贄として金員を出捐（以下「エントリ

ー」という。）すれば，当該商品の通信販売事業の売上の30パーセンドを

当該商品にニントリーした全会員の報酬総額として， 各会員の広告費の負

担割合に応じて案分した額を配当する旨約束し（後記「特別企画」と対比

して「通常企画」と称していた。）， 会員から金員の出捐を受けた。 また，

H は， 会員から多額の金員を出捐させるため， 元本を保証して

年利1 2パーセントから20パーセントの配当を約束して出資を募る特別

企画を繰り返し実施し， 会員から多額の金員の出捐を受けた。 H 

は， 上記システムを「ジー ・システム」と称していた。

しかし， ジー・ システムでは関連会社を通じての通信販売はほとんど行

われておらず， 他に収益に結びつく事業活動はほとんど行われていなかっ

たことから， 上記システムの実態は新規会員の出捐した金員が既存会貝

に対する配当金等の支払や A、 の社員の給与等の経費に充て

られるというものであった。 その上， 新規会員に対しても， 約定どおりの

配当金等を支払わなければならなかったため， 新規会員を増やし続けなけ
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れば会員全員に対する約定どおりの支払が不能とならざるを得ず， したが

って ， 会員への利益の配当及び元本の返済は元々実現不能であり， ジー ・

システムは破綻することが必至のシステムであり， 詐欺商法と評価される．

ものであった。（甲12, 17, 20ないし27, 45,112, 甲B 2 7)

ウ 「真・善・美」シ・ステムの導入

H では ， 平成1 2年3月末ころ， 従前の特別企両の配当日が

次々に到来し ， 配当予定金額が増大した。 そこで， H は� 同年

5月に ， 利益を継続して保管すれば， それまでかかっていた払出手数料が

不要になり， 広告活動代金の場合には毎月の利益を複利計算で増やすこと

ができるとして，会員への払出を抑制し資金をプールさせておく「哀・善・

美」と称するシステムを導入した。

しかし， 「宴・善・美」システムの実態は， H 等の現預金残高

の流出による減少を防止するため， 会員への配当金の支払を行わないよう

にする目的で実施されたにすぎず， 各会員の出捐金に対し， 高率の配当金

が付いたように見せ掛けるだけで． 実際に各会員名義の金員が. H

等に現金として保管されたり ， 預貯金口座に残高として保管されるとい

うものではなかった。（甲12, 28, 106, 114) 

工 銀行買収のための社債発行及び銀行預金名目での資金集め

■鵬， 平成1 3年5月下旬， フィリピン国内にある銀行を買収し，一

挙に資金を集めようと考えた。 そこで， ■■l�;t, 同国の

日 銀行（以下•「 M 銀行」という。）を買収すること

とし， その買収資金として， フィリピンの現地法人である N 

（以下「 N 」という。）の社債を発行

し， 会員に購入させようと考え， 同年6月ころから ， 会員に対し，社債の

購入を勧誘する「新たなる事業」という表題の冊子やエントリ ー ガイドを

送付した。その結呆， 相当数の会員が，「其・善・美」残高や新たな金員を
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出捐して社債を購入した。

しかし， N は，同年7月下旬，フィリピンの証券取引

委員会より業諮停止命令を受け，以後一切の営業活動を停止せざるを得な

くなっていたが, .. 士かかる事実を会員に隠して社債購入を勧誘し続け

た。

また，．．は， M 銀行買収後， 会員に対し，年利8. 1 2 5 

◄ 

パーセントの高利率．を謳つて， M - 銀行への預金を勧誘し， 会員

から約2億円を出捐させるとともに，「真・善・美」残高を同銀行預金に切

り替えさせた。

しかし， M 銀行は，フィリピンの貯蓄銀行に求められる最低

資本金である3億5000万ペソを下回る資本金しかな< t 外国為替取引，

円建て預金もできない檬めて小規模の銀行であった。 M 銀行は，

〇 銀行から財務関係書類など必要な手続を踏んでいないと指

摘され，平成14年1月4日， 0 . 銀行から業務停止を命じら

れ， 経営破綻に陥り，

p . というフィリピンの預金保険機構の管轄下に置かれる

に至った。会員から集められた金員は，-により預金口座への入金が偽

装されたが，実際には口座に入金されず，その行方は判然としない。（甲1

2, 15, 29ないし33, 45, 107, 127) 

オ 株式販売名目での資金集め

一ほ銀行預金の募集が進まなかったため， 平成1 3年10月，

F 
の保有していた H 及び J 

の株式を会員に譲渡し， 「莫・善・美」残高を株式購入代金に振り替える

ことで会員からの返還要求を封じ；新たな出資を募ることを決めた。

そこで， ■•は同年1 0月から1 1月ころ，会員に対し， 「 G. 0. G 

保有株式譲渡のお知らせ」と題する文魯（甲3 4)及び「OGAMIシス

7
 



テム活動内容書」（甲1)を送付し， H 及び J
 

の

◄ 

(3) 

株式の価値が1株当たり300万円であり ， その譲渡を受ければ確実に高

額の利益記当を受けられるとして ， 1株300万円（実行前に株式分割を

行い，1株3万円とした。）で腺入することを勧誘した。この結果,.士，

会員に支払うべき金員の相当額を株式に転換させてその返還を免れるとと

もに， 新たに株式購入代金名目で約3億円の資金を集めた。

しかし ， H 及び J の株式の価値はいずれも5

万円程度に過ぎなかった。（甲1, 12, 34, 108, 甲B6, 17, 1 

8, 2 7) 

カーらの不法行為

以上のように， 本件の会員からの金員の募集は， 到底返済の見込みがな

いにもかかわらず， 高利の収入が得られると装い， 会員から多額の金員を

集めたというものである。 会員が� 返済の見込ながないと知っていたなら

ば， 募集に応じて金員を出捐することは皆無といってよいほどであり， 本

件募集は，．■が首謀者となり. H ・ 及びその関連会社による組

織ぐるみで行った会員からの資金集めという組織的詐欺行為である。

B 債権回収

B 債権回収は， 平成1 3年4月1 0日に債権管理回収業等を目的と

する会社として設立された。同社は， A の会員らに対しては，

不良債権を買い取り， 日本企業を再生し， 会員らに利益を遠元する会社であ

ると宣伝され， A のグルー プ企業の1つとして位置付けられ

ていたが， 営業の許可を得ておらず， 実際に債権回収業等の業務は行ってい

なかった。 B 債権回収は， A のグループ企業である

J . と共に， • A がフィリピンで買収した M 

銀行の株式の20バーセントを保有していた。

(4) 原告らの. 1-I に対する債権額（甲B 2 8) 
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次の債権額は同社の破産手続において異議のない債権額である。

ア 原告- 7827万2875円

イ 原告- 6052万7863円

ウ 原告- 1587万1324円

工 原告一 5 6 5 1万7 1 0 5円

オ 原告- 1081万3 5 5 0円

力 原告- 5640万6423円

キ 原告一 3193万9 1 1 8円

ク 原油ー一 3338万5100円

ヶ 原告一 3597万6763円

2 争点

(1) 被告に顧問税理士としての�らの不法行為への加担及びこれについての

故意過失があったか

(2) 原告らの損害額及び被告の不法行為と原告らの損害発生との間の因果関係

(3) 被告に B 債権回収の取締役及び F の藍査

役としての職務執行に関する任務憾怠及びこれについての故意重過失があっ

たか

(4) 原告らの損害額及び被告の任務憾怠行為と原告らの損害発生との間の因果

関係

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1) (不法行為責任）について

（原告らの主張）

ア 顧問税理士としての一らの不法行為への関与

被告は，遅くとも平成1 0年ころから一及び A の経

理及び法律の助言者としてその経営に携わるようになり，その経営実体を

知り，詐欺によって会員から資金を集めていることを知っていた。また，

，
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被告は， 少なくとも税務願問として 日 等の経理に携わる中で，

H が会員から集めている資金が「預り金」等の負債であり，「売

上」としての実態を有していないことを知り， H が行っている

商法が出資法に違反する違法なものであることを認識していた。被告は，

出資法違反という犯罪行為を認識したのであれば， 税務顧問としてその実

態に即した会計処理を指導するなどの行為を行う以上に， 違法行為を是正

する措置を執るか， それに従わなければ税務顧問契約を破棄して，

H らとの取引を絶つべきであったにもかかわらず， 違法行為を是正す

るなどの措置を執るどころか， かえって．．から特別の利益の享受を受け

る見返りとして， その関与を漁め， ジーシステムの指南役として重要な地

位を占めるに至り， ■■lらの不法行為に加担した。

イ 株券販売名目での■■ らの不法行為への関与

被告は， 平成13年1 0月20日夜， フィリピンのマ＝ラにおいて， ■

．こ対し， 株式譲渡による資金集めを提案し， H 及び

J の各株式の1株の価値が300万円もないことを知りながら， 同

株式を1株300万円で販売する名目で原告らから金員を詐取し，または，

会員への配当を免れるという■■ らの不法行為に加担した。 仮に， 被告が

1株300万円で売り出すという認識を有していなかったとしても，．

H の顧問税理士としてその財務内容を認識しており， H 

及びそのグループ企業が優良企業でもなく ： M I 銀行が頚金残高5

兆円も有する優良銀行でもないことを了知していた。 にもかかわらず， 被

告は. H の実態とは全く異なり， 会員を誤償させる表現であるこ

とを承知しながら， H の株式を贈入すればさらに利益が得られ

るかのような文章が記載されている「株式増資のお知らせ」と題する文書

の作成に関与し,_らの不法行為に加担した。

（被告の主張）
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ア 被告は， D の税務申告，経理について

の顧問契約は結んだが，経理に関する法律の助言などをしたことはない。

H の税務申告は，平成1 3年3月期の決算1回だけであり，そ

の経営実態を分かりようもなく，経理についても，多大な量の伝票のコン

ピュ ー ク ー ヘの入力は経理部の社員が行い，被告は一般経理事務の質疑応

答，決算整理及び申告を税理士として受任しただけのことであり，

H が会員から集めている資金が「預り金」等の負債であり， 「売上」と

しての実態を有していないことを知らなかった。

ィ H ：及び J
 

の各株式を1株3 0 0万円で売るこ

◄ 

とや1株の価値が3 0 0万円もないことを知らなかった。被告は，「株式増

資のお知らせ」と題する書面が平成1 3年.1 0月22日付で完成され，原

告ら会員に配布されたことは知らないし，配布されること自体全く予想し

ていなかった。

(2) 争点(2) (損害額及び因呆関係）について

（原告らの主張）

原告らは， H 、しこ房リ紙債権額一覧の「届出支払総額」欄記載の金

員の支払を余儀なくされ，その後の受取額を引いた，別紙債権額一覧表の「届

出債権額」欄記載の各金員の損害を受けた。

仮に損害全体についての責任が認められないとしても，株式捩替によって

金員の返還を受けられなかった損害，あるいは ， 、株式購入のために新たに金

員を交付させられた損害については，優に資任が認められる。原告．．．． 

は， 7042万8055円を株式に振り替え， 1万3854円を新たに振り

込み，原古＇．．． 置，5149万9146円を株式に振り替え，1万7 1 

9 7円を新たに振り込み，原告．．．．は， 3 0 0万円を新たに振り込み，

麟•••駈， 3338万5 1 0 0円を株式に振り替え，原告一

は ， 3557万8 1 9 9円を株式に捩り替え， 182万5677円を新たに
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◄ 

振り込んだ。

（被告の主張）

争う。

(3) 争点(3) (役員責任）について

（原告らの主張）

ア B 債権回収の業務の違法性

・中心とする A . ,· は， 平成8年ころから， 何ら正業を

営んでいないにもかかわらず， 通信販売業等の事業を営んでいるかのよう

に会員らを欺岡し， 会員らに資金を送金させるなどの組織的詐欺を行って

きた。

一比平成1 3年6月ころ， 会員らに更に金員を出捐させ， 返還請求

を免れる方策として， M 銀行の買収資金名目でさらに資金を集

めたり， 返済金をグルー プ会社の社債に切り替えさせたりするなどの活動

を開始した。一は， M 銀行を「バンクオプ・■■• と改称

したと偽り，同銀行は円建て預金が許されない銀行であるにもかかわらず，

ここに預金すれば高金利が得られる旨欺岡して， 円建て預金を勧誘し， 預

金名目での金集めを行った。

B 債権回収は， A 、＇が M 銀行を買収した

際， 問銀行の株主となり， 上記の詐欺行為の一翼を担った。

イ 被告の責任

被告は，平成1 3年4月10日に， B 債権回収の取締役に就任し，

同年1 1月6日には、 F の監査役に就任し， 破

綻時に至っている。 被告は， A の役員として， 取締役の経

営を監督し， A が犯罪行為をしないように監督する法律上

の毅務があるにもかかわらず， H らの本件組織的行為を詔識し

ながら， それを放置し． 自己も顧閉税理士としてその組織的犯罪行為の一
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端を担い，本件被害を生じさせた。、

（被告の主張）

否認する。被告が B 憤権回収の設立に協力したのは，職業的な関心

があったためである。 F 

明確な記憶はない。

(4) 争点(4) (損害額及び因果関係）について

（原告らの主張）

の監査役就任については

原告らは， H に別紙債権額一覧の「届出支払総額」欄記載の金

◄ 

員の支払を余儀なくされ，その後の受取額を引いた別紙債権額一覧表の「届

出債権額」欄記載の各金員の損害を受けた。

被告の役員就任は，平成1 3年4月以降であるが，それ以降に発生した損

害について責任を負うのはもとより，それ以前であっても，税務顕問以上の

関わりにより，実質的に H ら関係会社に深く関与してその実態を

知った上で就任しているのであるから，就任以前の損害についてもその責任

を負う。

（被告の主張）

争う。

第3 当裁判所の判断

1 証拠（甲1 5, 甲Blないし3, 5. 6)及び弁論の全趣旨によれば，次の

事実が認められる。

(1) 被告は，平成1 1年1月から平成1 4年3月まで， D 

の税務顧問を担当し，平成1 1年5月ころから平成14年3月まで，

, H 及び ＇ し の税務顧問を担当していた。被告は，顧問料と

して， D 及び L からはそれぞれ月7万3

500円を， H からは月21万円を受け取っていた。披告は，顧

問として年に何度か会社を訪れ，税務調査に立ち会うなどしていたe

噌
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被告は， D の確定申告を平成1 1年3月期，平成

◄ 

1 2年3月期，平成1 3年3月期の3期にわたり担当し，報酬としてそれぞ

れ約30万円を受け取り， H の流定申告も平成1 3年3月期を担

当し， 報酬として約100万円を受け取った。

(2)被告は平成1 2年9月ころ，．．から，色々な仕事をしていきたいが金

融ではどんな仕事がいいのかと聞かれ，債権回収の仕事がいいのではないか

と答えた。その結果，被告は同年1 1月ころ， ．． ＇から 7-(以下「■

●」という。）と2人で債権回収の会社を作るように要請された。その際，資

本金の5億円は，．．の会社が負担し，．．を代表取締役，被告及び•■を

取締役にして，その他の役員については被告が決めるということになった。

・被告は，債権回収の会社設立にあたって，弁護士を取締役にする必要がある

ことを知り，弁護士である--(以下「-濯士」という。）を取締役

に加え，平成1 3年4月1 o a·, s 債権回収を設立した。

B 債権回収は，平成1 3年7月1 9日，フィリピン国内にある銀行

を買収し，一挙に資金を集めようとの■■の考えを実現するため， M

銀行の買収についての取締役会決醜を行った。同決謡において， · M

銀行を買収する際の負担金を， J , B 債権回収，

Q
 

, - k 及び・

s 

権を T

の2社及び3名で5分の1ずつ負担し，買収契約の代浬

に委任することが決定された。同取締役会議事録には, ., 

、 u , 被角••弁護士の各取締役の署名捺印がある。このように買収負担

金を5分の1ずつの負担にしたのは，外国人は40パーセントしか銀行株を

持つことができないと定めたアンチダミー法がフィリピンに存在したためで

あり ., .はこの、法律対策として，フィリピン人3人から名義を借りて3人

に買収資金を貸す形式をとったのである。

・は N . の社債を発行し ， 会員から金員を集め，それ
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◄ 

を資金として M ．銀行の買収を実行し I B 債権回収は

M 銀行の株式の20パーセントを保有するに至った。

(3)被告は，平成13年1 0月，フィリピンにいる一から， M 銀

行に問題が生じているとの連絡を受け ， 同月20日，フィリピンに赴いた。

被告は，フィリピン滞在中，-が経営している会社の社宅において， ．． 

• 同席の下，-から同年1 1月及び12月の H の会員に対する配

当が払えないかもしれない，何か方法はないかとと聞かれ，株を売ったらど

うかと返答し，併せて株は過半数を持っていた方がいいことを助首した。こ

の際，_i, 有価証券の募集，売り出しの場合は，有価証券届出書の提出

が必要になると言ったため » 被告は，新株発行ではなく，持ち株を譲渡すれ

ぱいいのではないかと返答した。これに対し·-は賛同を示し，-�■

■は, - ,.., 及び J . の株式を1株300万円で売るこ

とを協議した。このときの H 及び J の株式の価値

はいずれも5万円租度に過ぎなかった。

その後，被告は••から「株式増資のお知らせ」と題する書面を渡され ，

赤色のボールペンを使って数箇所手書きで手直しをした。手宜しされた書面

は， 「 G. 0 .. G保有株式譲渡のお知らせ」（甲3 4)と題する書面として，

平成1 3年10月22日付けで，会員に送付された。この結果, -'=t. 会

員に支払うぺき金員の相当額を株式に転換させ，さらに株式購入代金名目で

約3億円の金員を集めた。

(4)被告は平成1 3年10月22日，日本に帰国し，同月23日，-と会

った。この際，被告は, .. ヽ ら，会員への末払いの配当金が5億から20

億あること，新株発行に際し1 0億から20億円を目標にしていることを聞

いた。

被告は同年11月初旬ころ，．．から�株が売れないじゃないかと電話

で怒られ，同月中旬ころ，..護士に相談したところ，「それは公募にあた

15 
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◄ 

るんだよ。 5 0人以上に売る場合や1億円以上売る場合には色々な制約があ

る。」との助言を受けた。 その後，被告は再函•■から未払いの配当金の支

払について相談を受け， 売買には届出という制約があるから， 会員に株を預

託したらどうかと助曾したg

被告は， 平成14年1月9日こる一から， 営業社員が会員に対して株

式を渡す意味について上手く説明できず困っているので， 株式を渡す意味に

ついて説明してくれと依頼された。 そこで，被告は， 同月l l日， 営業社員

の長を集めて， H の社長室において， 株式を渡す意味について，

50人以上や1億円以上株式を売買するときには公募にあたり， 届出をしな

ければならず， 配当金の代わりに株式を渡すと税法上は売買にあたるので，

売買ではなく会員に株を差し入れるという意味であると説明し， その後の朝

礼においても， 株は売るんじゃなくて， 預かってもらうということで会員に

説明して下さいと説明した。

2 争点(1) (不法行為責任）について

(1) 税理士は， 税務に関する専門家として， 独立した公正な立場において， 申

告納税制度の理念にそって， 納税義務者の信頼にこたえ， 租税に関する法令

に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする（税理士法1

条）。したがって，税理士は，依頼者とは離れた独立な立場で会社の税務を処

理することが求められる。 税理業務は， その前提として会計学の知識がなけ

ればできないことであり， 特に法人税においてはそのことが顕著であるとい

える。

(2) 税理士が税務を処理するには， 依頼者の事業の実態をある租度把握しなけ

れば，適正な処理ができないことは言うまでもない。所得の算出に当たって，

前提となる益金，損金に該当するかどうかの評価は その取引の実体を前提

に検討しなければできないはずである。

(3) 被告が税器申告を行った平成1 3年3月期の申告書（甲B 1 1)によれば，
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H の事業種目は広告代理業としながら， 損益計算上の売上高1 4 

2億円に対し， 売上原価として会員配当金47億円が計上されており， 通常

の広告代理業とは異なることが分かる。 被告が担当したものではないが， 前

年12年3月期の損益計算書上（甲B 1 0)では，売上げ欄が，入会金収入，

年会費収入， 広告活動金収入， 広告収入等8項目に区分され， 売上総額94

億円のうち広告活動金収入1 6億円 ， 広告収入50億円が大きな割合を占め

ている。

(4) そして， A が， H において会貝から利益を確約

◄ 

して資金を集めていることは， エ ントリ ー ガイト（甲Bl9ないし2 3)か

ら明らかであり， 被告が A の税務顧問になってからこれらエ

ントリーガイドに目を通したことがないとは到底考えられない。 そして， 会

員からの資金の受入れが出資法が禁止する預り金に該当する可能性があるこ

とは， 容易に推測できるところである。 また， 売上げとして処理した場合に

は消費税が課税されることになるから， 税務上もその売上処理が妥当かどう

かは当然関心を持つところである。 したがって， 税務の専門家である被告が

税理士としての通常の注意をもって業務を行えば， 前記認定の A 

における事業活動が商業活動として適正かどうかは容易に判明していた

というべきである。

(5) つまり， A の当初のジー ・システム（甲2 2)は，会員（ス

ポンサー）から広告費の提供を受け， この資金による広告活動によって売上

を上げた収益から利益を会員に還元するというものである。 そうであれば ，

H とは別の会社において商品の販売活動を行い， H が

広告宣伝を担当するとした蝠合（甲BlOの損益計算上の商品売上の売上高

は微々たるものである。）， 販売会社からの広告料収入が売上の主体であり，

広告宣伝の費用が売上原価の主体であるはずである。 被告が行った会計処理

（継続性の原則から従前のものを踏襲した。）は，会員からの入金を売上とと
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らえ，この原価として会員配当金を計上しているもので，（一部に販売会社と

の取引が混入しているとしても）極めて不自然と言わなければならない。被

告は， H はジー システムを販売していたのであり， 売上処理は正

当であると弁解するが， そのジー システムなるものの説明が被告自身ででき

ないのであって， 到底被告の弁解は採用できない。

(6)加えて， 後記のように平成1 3年1 O月ころに至り， F 

が保有する H J の株式の会員への売却

の検討する段階に至っては， 、

A が危機的状況にあり， 会員へ

の配当， 元金の返済が不可能な状態に立ち至っていることを容易に認識し得

たというべきである。

(7) 以上のように， 被告においては， A
 

が高額の配当を約束し

◄ 

• I 

て多数の会員から資金を集め， 特段のグループ内での収益がないのに， 会員

から提供された資金をもって配当， 元金の支払やグ）レープ会社の経費に当て

ていたことを認識していたものと推認でぎる。 しかし » 被告の ·A

への関与が税理士としての顧問契約上の漉務の履行， 税務申告（

H につき1回， D について3回）にとどまる限

りにおいては， 本件原告らとの関係で不法行為責任を負うというには無理が

ある。すなわち，税理士には守移毅務があり（税理士法38条），

A .  の詐欺商法についてこれを探索して， 告発すべき義務があるとするの

は困難である。 確かに， 事実関係を知った場合， 顧問契約を解除し手を引く

ことは税理士としてのモラルであろうが， この漉務を原告らに対して負って

いるわけではないし， 手を引いただけで原告らの損害が回避できたわけでも

ない。 したがって， 税理士としての関与を根拠とする不法行為責任の主張は

理由がない。

(8) 株券の販売に関与した点について以下検討する。

前記認定のとおり，-は，ジー ・システム，「真・善・美」システム，
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◄ 

N の社債発行と手を替え品を替えて会員からの資金集めを

行ってきたが， 平成13年1 0月ころには， 100億円を優に超える会員か

らの預り金を抱え（平成13年3月期の貸借対照表上の未払会員配当金は約

39億円（甲B 1 1), 破産手続における被害者からの債権届のうち異議なく

確定した債権が約76億円（甲7 0の7)). 目先の配当金の支払資金も枯渇

していに一は，会員への配当金の支払を継続し，出資金の返還を先延ば

しするための次の手を考えていた。そのような状態のときに，被告比••
からの相談に乗り，株式譲渡の方法を提案し，持株の譲涙，新株の発行等の

手続上の問題点を教示し，さらに会員向けの株式譲渡の案内状（「株式増資の

お知らせ」と題する書面）の起案に手を入れている。この案内状には，「

H. 株式会社は創業以来， 連続して黒字決算を行ってまいり

ました口加えて H グルー プは銀行を傘下に銀行株を保有

する企業です。この銀行だけでも将来を考えて見てくださいg どんなに素晴

らしい世界規模の銀行になれるのかを。そしてどんなにたくさんの人々が救

われ， どんなにたくさんの利益配当が出来るのかを」「今から成長していく

■■銀行の全株式を持つ当グルー プは買い上げた株式を何倍，いや何1 0倍，

何100倍に膨らませ，強大な株式資産を持つ企業へと変貌しつつありま

す。」などとの記載がある。会員への案内状の校正まで担当するのは，要する

に.,手足となって株式譲渡に関与したと評価される一つの根拠である。

なお，その当時，被告は，-の要請により， B 債権回収を設立し，

その取締役に就任したもので， A の中で重要な地位にあり，

ーの信頼を勝ち得ていた。

(9) 被告ほ，．．が1株300万円で売却しようとしたことを知らなかったと

述ぺる。被告が校正を担当した上記の案内状には， 株式の譲渡代金額の記載

はない。 し かし,.との相談に同席していJ■■•は，-紅株300

万円で売るとした場合， H 
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◄ 

9パーセントを売却して， H について155億8200万円，

J について2 6 1億3000万円になることをその場のホワイ

トポー ドに記載し ， 被告が売却益が莫大になるからその売却益が課税の対象

となると述ぺた旨供述する（甲B 6)。したがって，被告は，-が1株30

0万円で売却しようとしていたこと ， 実際にその価格で売却したことを知ら

なかった旨述べるが採用できない。

(10) さらに ， その後，株式の譲渡について有価証券届出害の提出が必要である

ことが判明した後は，-に対して。株式を譲渡するのではなく，担保とし

て差し入れることにすれば有価証券届出書の提出は不要であるとの智恵をつ

け， A の従業員に対して，その点の説明を．．の依頼で行う

など， 積極的に株式の譲渡による資金集めに関与していると評価することが

できる。

⑪ 以上の株式譲波に関する．． の不法行為への関与比単に顧問税理士とし

ての関与の域を超え℃••の不法行為へ加担したものと評価することがで

きる。 そして，被告は，．．が1株300万円（株式分割後は1株3万円）

という会社の実体とはかけ離れた金額での売却を意函していたことを知って

おり·-の詐欺の意図を了知していたものであり， 不法行為についての故

意の要件を潰たしているということができる。

⑬ よって，被告は ， 上記株式譲渡の件について，-の不法行為につき共同

不法行為者として責任を負うというべきである。

3 争点(3) (役員責任）について

(1)前記認定の A ー

の詐欺商法は ， 平成8年ころからのジーシス

テムに始まり ， 「真・善・美」システム， - N 、

. の社債発行，

ー銀行への預金集め，株式譲渡名目の資金集めという経過をたどっている。

B 債権回収は ， 平成1 3年4月，債権回収業を意図して設立されたが，

債権回収業の許可が得られず（■鵬環l与している限り ， 許可を得る可能性
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◄ 

はなかった0) ., 本業の債権回収業に着手しないまま終わった。しかし，

M 銀行の貿収においては，同銀行の株式の20パーセントを保有する

という役割を果たした。 M 銀行は，円建ての預金の受入れができ

ないにもかかわらず，会員からの預金を受け入れると欺いて，会員からの預

金名目での資金を受け入れ，あるいは配当金，出資金の支払をこれに振り替

えさせて免れた。また，株式譲渡に当たっては， A . , には銀行

が存在すると，その経済的信用を誇大に宣伝する材料に利用された。そのよ

うに， B 債権回収は， A の会社の中で会員からの資金

集め（詐欺商法）のために果たした役割は決して小さくない。. A

＼の詐欺商法を延命させ，これにより被害を拡大させたものと評価できる。

(2) B 債権回収が M 銀行の買収をする旨の取締役会決議を行

っていることは同社の業務であり，このことが結果的に．． の詐欺商法の一

翼を担ったことは明白である口 B 債権回収の役員としては， M 

銀行の貿収に伴う諸問題，・事業の先行き，収益性はもとより，当然， ■,

·り意図の下に行われるのであるから，その意図の妥当性について検討すぺ

きところ，上記の取締役会決職は，取締役会を開催せず，書面決議によるも

のであり，取締役会で検討した形跡は全くない0 8 債権回収が

A の 一員であり， M 銀行もそのグループの傘下に加わる

ことになるのであるから，グルー プ全体の中での役割も当然検討の対象とな

る。

(3) 被告は， B 債権回収の取締役の地位にあったものであるから，上記

の取締役会の決端に当たって，前項記戟のような検討を行う漉務があるのに

これを怠ったものと首わざるを得ない。これが，被告の重過失に当たること

は，何らの検討も9行っていないことに照らして明白である。したがって，被

告は，商法266条の3の規定に基づく責任がある。

4, 争点(2X4) C損害額及び因呆関係）について
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(1) 原告らの損害額

原告らは前記のとおり ， 組織的詐欺行為により H に金員を拠出

◄ 

したのであるから， 原告らの損害額は， 拠出額からその後の受取額を差し引

いた額と解するのが相当である。 そして， 破産者 H 

株式会社破産管財人.: V により異議なく認められている届出債権額は， 前

提事実において摘示したとおりであり， 同額が原告らの被った損害額である

と認められる。

(2) 当裁判所が被告の責任原因として認めた事由は， 平成1 3年1 0月の株式

譲渡名目の資金集めに加担した共同不法行為賓任， B 債権回収の取締

役として， 平成1 3年7月1 9日 M 銀行の買収の決議を行ったこ

とについての商法2 6 6条の3の責任の2点である。

(3) 被告の上記責任は， A の詐欺商法の中で決して小さいもの

ではなく， その詐欺商法の延命と被害の拡大をもたらした点で室大である。

すなわち， 株式譲渡名目の資金集めは， 会員から提供された資金をもって，

会員への配当， 出資金の払戻しに当てるという詐欺商法が行き詰まり， その

出資金の返還を免れ ， また新たな資金を調達する目的の下に行われたもので

あり，•これによって会員への出資金の返還を免れ， また新たに提供された資

金は相当の多額に上る。 • M 銀行の買収についても， この買収目的

での社債の発行 ， M 銀行への高利を謳った預金の勧誘によって，

従来の出資金を預金に振り替えさせ， 新たな預金名目での金員の園取を行っ

たものである。 原告らの中にも， 現に以前の出資金をもって株式の買い受け

を行った者もある。

(4) このような組織的詐欺商法にあっては， 会員から出資を受けることによっ

て詐欺行為が完了するのではなく， その返還を免れるため幾多の手練手管が

用いられるのである。 したがって， 一連の詐欺行為の中で途中から加担した

者も 一遮の詐欺被害に対して損害賠償責任を負うと解するのが相当である。
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(5) 被告は， 直接， 被害者に対して資金の提供を勧誘しているものではなく，

前記認定のような態様によって詐欺商法の企画部分に深く関与した者であ

り ， その意味では， 直接勧誘した営業社員以上に責任が重いと考えるべきで

ある。 したがって， 被告は， 組織的な詐欺商法によって被害を受けた原告ら

に対しては， 被告が A の詐欺商法に加担する以前の資金提供

についても責任を負うものと解するのが相当である。

(6) よって， 被告の行為と原告らの損害との間には， その資金提供の時期を問

わず， 因果関係があるものと詔める。

5 まとめ

以上より， 本件請求はいずれも理由があるから詔容し » 主文のとおり判決す

る。

◄

 
東京地方裁判所民事第2 6部

裁判長裁判官 注迄 � 糸己クヽ友臣

裁判官 靡日 苦に 琴翠

裁判官 Jr ID. 衷133 衰 弓ム
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これは認である。
平成l'"\年q月ふ日

紐地方裁判所民事第江1部
裁判所書記官佐藤久



平成1 7年5月1 7 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書配官

平成1 4年（ワ）第20708号， 同第25067号損害賠償請求事件

ロ頭弁論終結日 平成1 7年3月l 5日

判 決

束京都•一

原 告 r�== ――ー□ニコ
神奈川

原 告

横浜

原 告

福岡

◄ 東京

島根

し.-=:··一-二�
原 告

•
―

胃

者� 轟

原 告 : モ

原 告

愛媛

原 告

東京r--.11.--―—==� 

原 告 ·|
京都r-·.� —

―

�Ii 11-■�I�� 

原 告

上記9名訴訟代理人弁護士 五十嵐 澗

同 山 ロ 広

同 中 野 和 子

同 坂 勇 郎

ー



同 只 野 靖

同 青 木 秀 樹

同 石 井 逸 郎

同 大 野 康 博

同 小 J If 典 子

同 小 Jll 英 郎

問 木 本
＿． 郎一

小 海 範 亮

同 桜 井 健 夫

同 鈴 ・▲ 木 喜久子

同 鈴 木 久 彰

同 高 木 嘉

同 高 幽 木 宏 ヽ打ー

高見澤 重 昭

同 田 中 博 文

同 千 莱 肇

同 塚 田 裕
＿

同 花 輪 弘 幸

同 藤 村 虞知子

同 船 山 信 行

同 南 元一 昭 雄

同 山 口 博

東京者・'.

被 告

主 文

1 被告は， 原告らそれぞれに対し， 1100万円及びこれに対する平成14年

2



4月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

3 この判決は仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

第2 事案の概要

本件は，原告らが， A （一（以下「�という。）を

◄ 

オーナーとする企業グルー プ）の組織的詐欺行為によって金員を詐取されたと

し， A に通信機器を納入していた・�（以下

r■ ■通信企画」という。）の代表取締役であり， A の一員であ

る H 株式会社（同社は平成1 3年5月1 1日商号変更に

より ， 1 株式会社から H . . 株式会社となっ

た。以下「 H 」という。）の組織変更前の会社である W 

有限会社及び株式会社 L : (同社は平成1 2年1 1月

30日商号変更により， X 株式会社から株式会社 L 

となった。 以下「 L 」という。）の取締役であった被

告に対し， 共同不法行為責任（民法709条， 7 1 9条1項）及び役員の第三

者資任（商法266条の3第1項）に基づき各原告につき， 別紙債権額一覧

「確定債権額」欄記載の各損害金の内金各1 0 0 0万円と同内金の10パーセ

ント相当の弁護士費用相当損害金各100万円との合計各11 0 0万円の損害

賠償を請求した事案である。

1 前提事実（当事者間に争いがない事実以外は末尾記載の証拠で憾定する。）

(1) 当事者等

ア 原告らは ， いずれも， A の会員・準従業員と呼ばれ， 同

グルー プに金員を拠出してきた者（以下「会員」という。）である。

3



A は， 高利益を罪い， 広告費名目等で一般投資家から資

金を集めていたが， 平成14年3月26日， 同グループの中核企業であっ

た
-

C 株式会社（同社は， 平

成1 3年6月1 5日商号変更により

株式会社から E 

年9月1日更なる商号変更により

D 

株式会社となり， 同

C 

◄ 

株式会社となった。以下「 - F . 」という。〉

ほか関連会社である G . 株式会社（以下「 G 」という。），

�I . ., B 債権回収株式会社，' J
f I 

株式会社（同社は， 平成14年1月7日商号変更により， K 
株式会社から J 株式会社となった。以下「

．

J - 」という。）について，一部会員らによって破産の申立てが

なされ， 同年4月5日， 各会社に対する破産宜告がなされた。 平成14年

3月， A について，出資法違反の容疑で強制捜査が行われ，

同年9月l 0日には，-ら7名が詐欺容疑で逮捕された。（甲20ないし

32, 69, 70の1ないし6)

イ 被告は,.通信企画の代表取締役である。-饂信企画は， 電気通信

工事電気工事， 防菜消防施設工事 ， 通信機器及び装置の販売等をその

業務とする株式会社で， A 各社に通信機器を納入していた

（甲9 2)。被告は平成8年8月26日，有限会社 ，

，
y (同社は同月

28日商号変更により， 有限会社 Y から W 有限会社と

なった。）の取締役に就任し，同年9月6日に同社の取締役を辞任した（甲

90の1及び3)。 w 有限会社は，同月1 0日，株式会社であ

る I に組織変更され， I の代表取締役に�-�-

（以下「-Jという。）が就任した（甲90の2及び4)。 その後， 被告

は， L の設立時（平成11年6月14日）から同社代表取締役

4



に就任し， 平成1 2年1 1月3 0日に同社の代表取締役を， 同年1 2月2

5日に同社の取締役をそれぞれ辞任したものの， 平成1 3年5月1日， 再

び同社の取締役に就任した（甲9)。

(2) A の詐欺的商法の概要

ア F

F

について

は国内のグループ企業の全株式を保有する

持株会社であり， ．． 枷，同社の株式100パーセンドを保有していた（甲

1)。

F •�. 他のグループ企業の株式を保有する以

外には独自に収益に結び付く企業活動を行っておらず， H . , 

<:,: 及ぴ L ·. から経営管理料名目で毎月入金を受けていた（甲

◄ 

1 5)。

イ ジー・ システムの概要（平成8年ころから平成1 3年8月ころまで）

H は， 平成8年ころから， 自宅にいながら安定した収入が得

られる旨の会員募集の新聞折込広告等を配布し ， 応募してきた会員に対し，

定期的に「エントリ ー ガイド」などと称する冊子等を送付し， . H  

． の関連会社において通信販売を行っている複数の商品のうちから特定の

商品を選択し， 当該商品の宜伝広告費として金員を出捐（以下「エントリ

ー」という。）すれば，当該商品の通信販売事業の売上の3 0バーセントを

当該商品にエントリ ー した全会員の報酬総額として， 各会員の広告費の負

担割合に応じて案分した額を配当する旨約束し
・

（後記「特別企画」と対比

して「通常企画」と称していた。）， 会員から金員の出捐を受けた。 また 》

H . は会員から多額の金員を出捐させるため， 元本を保証して

年利12バーセン↑から20パーセントの配当を約束して出資を募る特別

企画を繰り返し実施し， 会員から多額の金員の出捐を受けた。 H -- .

は ， 上記システムを「ジー・システム」と称していた。

5



'
' II V ' 

◄
 

しかし， ジー ・システムでは関連会社を通じての通信販売はほとんど行

われておらず， 他に収益に結びつく事業活動はほとんど行われていなかっ

たことから， 上記システムの実態は， 新規会負の出捐した金員が既存会員

に対する配当金等の支払や A 社員の給与等の経費に充て

られるというものであった。 その上， 新規会員に対しても ， 約定どおりの

配当金等を支払わなければならなかったため， 新規会員を増やし続けなけ

れば会員全員に対する約定どおりの支払が不能とならざるを得ず， したが

って， 会員への利益の配当及び元本の返済は元々実現不能であり， ジー ・

システムは破綻することが必至のシステムであり，詐欺商法と評価される

ものであった。（甲12, 17, 20ないし27, 45,112, 甲F 1)

ウ 「真・善・美」システムの導入

H では， 平成12年3月末こる， 従前の特別企画の配当日が

次々に到来し， 配当予定金額が増大した。 そこで， H は， 同年

5月に， 利益を継続して保管すれば， それまでかかっていた払出手数料が

不要になり， 広告活動代金の場合には毎月の利益を複利計算で増やすこと

ができるとして， 会員の払出を抑制し資金をプールさせておく「真・善。

美Jと称するシステムを導入した。

しかし， 「真箪・美」システムの実態は， H 等の現預金残高

の流出による減少を防止するため， 会員への配当金の支払を行わないよう

にする目的で実施されたにすぎず， 各会員の出捐金に対し， 高率の配当金

が付いたように見せ掛けるだけで， 実際に各会員名義の金員が H

等の預貯金口座に残高として保管されるというものではなかった。（甲1

2, 28, 106, 114) 

工 銀行買収のための社債発行及び銀行預金名目での資金集め

ーは ， 平成1 3年5月下旬 ，・フィリピン国内にある銀行を買収し，

挙に資金を集めようと考えた。 そこで,.は， 同国の
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◄ 

M . 銀行（以下「 M 」という。）を買収すること

とし， その買収資金として， フィリピンの現地法人である

N (以下「 N .」という。）の社債を発行·

し， 会員に購入させようと考え， 同年6月ころから， 会員に対し，社債を

購入を勧誘する「新たなる事業」という表題の冊子やエントリ ーガイドを

送付した。 その結果 ， 相当数の会員が ，「真・善・美」残高や新たな金員を

出捐して社債を購入した。

しかし， N は同年7月下旬， フィリピンの証券取引

委員会より業務停止命令を受け， 以後一切の営業活動を停止せざるを得な

くなっていたが， ■■はかかる事実を会貝に隠して社債購入を勧誘し続け

た。

• まに一は， M 銀行買収後， 会員に対し， 年利8. 1 2 5

パ←セントの高利率を謳つて， 日 銀行への預金を勧誘し， 会員

から約2億円を出捐させるとともに， 「真・善・美」残高を同銀行預金に切

り替えさせた。

しかし， M 銀行は， フィリピンの貯蓄銀行に求められる最低

資本金である3億5000万ペソを下回る資本金しかなく，外国為替取引 》

円建て預金もできない梱めて小規摸の銀行であった。 M 銀行は，

o 銀行から財務関係書類など必要な手続を踏んでいないと指

摘され， 平成1 4年1月4日 ， o 銀行から業務停止を命じら

れ， 経営破綻に陥り， p

というフィリピンの預金保険機構の管轄下に置かれる

に至った。 会員から集められた金員は， ■■＇により預金口座への入金が偽

装されたが ， 実際には口座に入金されず，その行方は判然としない。（甲1

2., 15, 29ないし33, 45, 107, 127) 

オ 株式販売名目での資金集め
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◄ 

一±, 銀行預金の募集が進まなかったため， 平成13年10月，

F の保有していた 叶 及び J 

の株式を会員に譲渡し，「真・善・美」残高を株式購入代金に振り替える

ことで会貝からの返還要求を封じ，新たな出資を募ることを決めた。

そこで， ■■は，同年1 0月から1 1月ころ，会員に対し， 「 G. 0. G 

保有株式譲渡のお知らせ」と題する文書（甲8 4)及び「OGAMIシス

テム活動内容書」（甲1)を送付し'. H 及び. J . の

株式の価値が1株当たり300万円であり， その譲渡を受ければ確実に高

額の利益配当を受けられるとして，1株300万円（実行前に株式分割を

行い，1株3万円とした。）で購入することを勧誘した。この結果，．．比

会員に支払うべき金員の相当額を株式に転換させてその返還を免れるとと

もに， 新たに株式購入代金名目で約3億円の資金を集めた。

しかし， t-1 及び J の株式の価値はいずれも5

万円程度に過ぎなかった。（甲1, 12, 34, 108, 甲F 1) 

カーらの不法行為

以上のように， 本件の会員からの金員の募集は， 到底返済の見込みがな

いにもかかわらず， 高利の収入が得られると装い， 会員から多額の金員を

集めたというものである。 会員が， 返済の見込みがないと知っていたなら

ば， 募集に応じて金員を出捐することは皆無といってよいほどであり，本

件募集l±, -が首謀者となり， H 及びその関連会社による組

織ぐるみで行った会員からの資金集めという組織的詐欺行為である。

(3) , L 

I� ·. は， 従来からジー・システムにおける通信販売事業を担当し

ていた - J をバナパ茶（ユニバG)の販売事業専門にするに際

し， 同社に替わって通信販売事業を行うことを目的とする会社とし℃ 平成

1 1年6月14日に設立された。 同社の代表取締役には 鼻 設立時から平成1
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2年1 1月30日までは被告が，同日以降は．＇� という。）

がそれぞれ就任した。 同社は， 日 が会員から集めた資金を利用し

て広告代理事業及び通信販売事業を行うとされていた。（甲9, 15. 17, 

l 1 7)

(4)原告らの 日 に対する債権額（甲F 2 2)

次の債権額は ， 同社の破産手続において異鏃のない債権額である。

ア 原告- 7827万2 8 7 5 P3

イ 原告- 6052万7863円

ウ 原tt"-- 15 8 7万1324円

工 原p- 5651万7105円

� 一

◄ 

オ 原

力 原告ー一

キ 原
. -- .... " 

ク 原

ケ 原

2 争点

(1)被告に一らの不法行為への加担及びこれについての故意過失があったか

(2) 原告らの損害額及び被告の不法行為と原告らの損害発生との間の因果関係

(3)被告に 日 及び L - の取締役としての職務執行に関する

-�-
1-'-

告ー

1081万3550円

5640万6423円

3 1 9 3万9 11 8円

3 3 3 8万5100円

3597万6763円

任務憮怠及びこれについての故意重過失があったか

(4)原告らの損害額及び被告の任務堺怠行為と原告らの損害発生との問の因果

関係

3 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1) (不法行為責任）について

（原告らの主張）

被告は， 平成8年5月の消費者事件に発展したグレー スクラブ事件の当時

，

 



◄ 

カも••と親交があり， 平成9年ころにはジー・システムの仕組み ・ 内容に

ついて■•から説明を受けて了解しており,.の資金集めの手口が違法で

あることを十分酪識していた。にもかかわらず ，， 被告は ， 平成8年8月26

日，. H の設立に参画し，平成1 1年には し の設立にも

参画した。被告は， L がジー・システムの会員の出資を返還する

だけの売上を到底計上し得ないことを認識していたにもかかわらず， lllllt7)

要請により， •し の役員として経営に参画し続けた。

また，被告は一通信企画をして*件,．駐の不法行為に不可欠の社員

監視システムを導入し， 本件一らの不法行為発覚後においても'_,こ協

、 力して証拠隠滅工作， 財産隠匿工作に関与した。

被告は平成9年当初から， A の経営実体を知り，詐欺に

よって会員から資金を集めていることを知りながらあえて積極的に関与し，

本件一らの不法行為に加担した。

（被告の主張）

被告は H 

た，．．通信企酉が

れ以外の関与はない。

及び

A

L の経営には全く関与していない。ま

の 一業者であったことは認めるが，そ

(2) 争点(2) (損容額及び因果関係）について

（原告らの主張）

原告らは ， RL ．に，別紙債権額一覧の「届出債権額」欄記載の金

員の支払を余儀なくされ，その後の受取額を引いた，別紙債権額一覧の「届

出債権額」欄記載の各金員の損害を受けた。

（被告の主張）

争う。

(3) 争点(3) (役員責任）について

（原告らの主張）
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ァ H 

,-, 

について

は， 本哨．．らの不法行為の中核的会社である。 被告は，

H が詐欺的商法を展開することを知りながら， 又は知りうべき

であるにもかかわららず， 浸然とその設立にかがわり . H . を立ち

上げさせた。

イ 」 •について

◄ 

L は， パ ナパ菜茶等の健宗食品の輸入販売を担当すると称し

て ． ジー ・システムの詐欺商法の一翼を担う会社であった。 L 

は， H が集めた資金を利用して広告代理事業の実務及び通信販

売事業を行うとされていたが， 実質的には L と H と

の間に資金の動きはなく， 広告代理店を通じていくつかの商品の広告を出

していたことを推認させる資料はあるものの， 同社がこの広告料金に見合

う収入を計上していたものではない。 被告は， L が H

の詐欺商法の—翼として機能していることを知り， 又は知りうべきであ

るにもかかわらず， L に出社し経営をチェックすべき立場にあ

るにもかかわらず，・漫然とその職務を佛怠した。

（被告の主張）

被告は H の経営には全く関与しておらず， ， L につい

ては名義を貸していたに過ぎず， 経営には全く関与していない口 また，

L は十分利益の出る会社に急成長していたのであり ， 広告料金に見合

う収入を計上していた。

(4) 争点(1) (損害額及び因果関係）について

（原告らの主張）

原告らは， 1-r に， 別紙債権額一覧の「届出支払総額J欄記載の

金員の支払を余儀なくされ， その後の受取額を引いた，別紙債権額一覧の「届

出債権額」欄記載の各金員の損害を受けた。
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◄ 

被告の H 及び L での職務解怠により， 本件-らの

不法行為は拡大の一途を辿り， 本件被害を発生拡大させたのであるから ， 被

告の任務堺怠と原告らの損害との因果関係は明らかである。

（被告の主張）

争う。

第3 当裁判所の判断

1 証拠（甲19, 45, 100, 110, 116, 甲Fl, 2, 19ないし2

l , 被告本人）及び弁論の全趣旨によれば， 次の事実が認められる。

(1) ジー ・システム以前の■■の詐欺的商法

ァ ■■は， 平成5年4月ころ t z の名称で通信販売事業の経営を開

始した。 同事業は， 有料で登録させた会員に ! の通信販売商品等が

掲載されているダイレクトメールを1部数十円で買い取らせ， これを不特

定多数の穎客に頒布させて商品の宣伝広告を行い， 商品の売上実績に応じ

て生じた利益を会貝に配当するというものであったが， 同事業におけるダ

イレクトメ ールの送料は会員が負担し， 送付先も会員自身が見つけるとい

うものであり，会員が高収入を得ることは到底困難な仕組みとなっていた。

一は同事業により多額の登録費などを収入として獲得した。

ィーは平成6年10月ころ という名称を用いて， 高

級ブランド品の通信販売事業を開始した。同事業は，「世界のブランド品が

安く買えるのもうれしいけど， お仕事として高収入が得られるのはも～っ

とうれしい！」などという謳い文句の求人広告で会員を集め， 有料で登録

させた会員に， 通信販売商品のカクログ等を買い取らせ， これを不特定多

数の顧客に頒布させて商品の宣伝広告を行い， 商品の売上実績に応じて生

じた利益を会員に配当するというものであったが， 区 の湯合と同楼

に会員が高収入を得ることは到底困雖な仕組みとなっていた。 ．． は同

事業により多額の登録費等を収入として獲得した。
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ゥーは ， 平成6年1 2月以降 ，

b 

Cl 

を立ち上げ， ，
ん

◄ 

を株式会社化して法人登記を行い，平成7年4月ころから，•

ょ- 株式会社（以下「 J 」という。）において．

体に塗るだけでやせる効果があるとして，スヴェルトという化粧品の通信

販売を行った。

しかし J-は顧客から代金の前払いを受けたにもかかわらず，注文

数に応じた商品を入手せず，顧客に商品を届けなかったため，. - d 

には顧客からの多数の苦情が殺到した。そのため·-は，平成7年

9月，顧客がらの苦惜や代金返還請求から逃れるため， d の

事務所を東京都中央区日本揺三丁目八重洲TSビルから新宿区四谷三丁目

第一富沢ピルに移転した。しかし ， その後の企酉も失敗に終わり，再び顧

客から苦情を受けたことから，同年1 2月上旬環， ↓ の事務

所を東京都渋谷区南平台サンヒルズ1 1に移転した。

一は同月27日，上記スヴェルトの代金返還等をめぐり，警察から

訪問販売等に関する法律違反の事実によって関係場所の捜索を受けるに至

り，平成8年5月10日には，法人である ↓ 共々，同法違反

（契約書面不交付）の事実により，いずれも罰金30万円の略式命令を受

けた。なお，同事件は，平成8年5月5日付け産経新聞において新聞報道

された（甲4 5)。

(2)被告が■■lと知り合った経緯

ー通信企画は，平成7年9月ころ，代金600万円で. d の

事務所に60から80台の電話設備を導入した。しかし， i は、

前記(1)のとおり，同年1 2月上旬ころに新宿区四谷の事務所を閉鎖し，渋谷

区南平台に事務所を移転したため，．．通信企画は ， 上記電話設備代金のう

ち250万から300万円を回収できなくなった。そこで，被告は，渋谷区
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南平台にある l
d
 

の事務所を訪ね，同事務所の担当者であった

◄ 

e : C以下「 e. .」という。）に対し，•上記電話設備代金の支払を催促した

ところ， e は よ の代表者である．．と会って話をするように

要望した。この際，被告は， e., . から，同事務所の閉鎖の理由について，当

時 d の主催していた化粧品の通信販売で商品の発送にトラブル

が生じ，金員を出捐した消贅者からクレ ー ムが寄せられ， 騎されたのではな

いかと騒ぎになったため，事務所を続けていくことが困難になったからであ

ると聞いた。

その後，被告は当時の 4 の代表者であった•■と会い， ■

■K の交渉の末，平成8年3月か4月に．．から上記電話設備代金の支払を

受けた。

(3) 1-1 を設立し， ジー ・システムを立ち上げた経緯

ァー士， d .. に次いで，平成9年9月， f 

株式会社を設立し，自ら代表取締役に就任した上， ジー ・システムの前身

となるネクストシステムを立ち上げたロネクストシステムは，ジー ・シス

テムと同様，有料で登録された会員から，通信販売商品の宜伝広告費名目

に金員を出捐させ，その金員で商品の宣伝広告を行って通信販売を実施し，

会員には通信販売の売上の30パーセント相当額を会員の出捐した宜伝広

告費の負担率に応じて配当するというものであった。

イ ーは平成8年7月下旬ころ，自己の名前が表に出ない形で，一層本

格的に，組織的計画的な詐欺商法を継続しようと企てた。そこで,. は，

被告に対し，新しい事業を始めるために新しい会社を設立したいのだけれ

ども，安く会社を設立することができないかどうか相談を持ちかけた。こ

れを受けて，被告は， 平成8年8月28日，小中学校の先輩であった g
から，休眠会社になっていた有限会社 Y を代金1 0万円か1 5万円

で購入し，賤入代金について叫．．が負担した。有限会社 y -�±, 同
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日， w · 有限会社へと商号が変更され， 同年9月1 0日には株、

式会社である • 11 へと組織変更され， 代表取締役叫■•が就任し

た。

ウ ■•は， H において， 従前のネクストシステム及び同システ

ムの下で集めた会員をそのまま移行させる形で， ジクー・システムを立ち上

げた。 その後，．．はジ― "システムが組織的，計岡的な詐欺システム

であることを H の末端の営業社員が知ることになれば，同シス

テムを運用することは困雄になると考えた。 そこで，．．は平成8年8

月 通信販売業務を担当し，てVた H 企画開発部を H 

から切り離し， これを同月1 2日に設立された J ·l· こその

まま移行し，以後は同社において名目上の遜信販売を実施することとした。

二 被告は， J
 

•にも電話設備を導入しており， その際， 関係

◄ 
者から J が通信販売をしている会社であるということを聞

いた。 また， 被告は， 平成9年こる一から新しい画期的な事業を始め

たということを聞いた。 その際，被告は，．．からジー・システムの具体

的な内容について説明を受けた。 その結果， 被告は， ジー ・システムの具

体的な内容として， 会員から H に金員を出資してもらい， 出資

された金員を使って， J が商品の宣伝広告及び通信販売行

ぃ， 通信販売で得た利益を会員に配当するというシステムであることを理

解した。

(4) , L 設立及びその事業実体

一は平成1 0年1 2月， H 及び J . .  の名称を

一切表に出すことなく， 宣伝広告を始めとする通信販売活動を実施しようと

考えた。 そこで一は通信販売を担当する部門として中小企業援護協会

を設立した。被告は中小企業援護協会の発起人の1人であった。

被告は，．．から， 中小企業援護協会を株式会社にしたいのだが， その代
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◄ 

表者として名前を貸して欲しいと頼まれた。 被告は， 自己の通信設備や電話

設備の商売になると考え， 名前を貸すことを承諾した。 被告は， 中小企業援

護協会の事務所を何度か訪ね， 株式会社設立に向けて れ らと打ち合わ

せを行った。 その結果， 中小企業援護協会は， 平成1 1年6月14日， 株式

会社となり， 代表取締役には被告が就任した。

｀ その後，被告は， 平成11年中に， 同社に何度か出社をしていたが，被告

が会社の経営に口を出すことは全くなく， 新規の取引先から社長に会いたい

という希望があるときや， 契約締結のため実印が必要なときに立ち会う程度

で， 実質的には■■が会社の責任者として·-の指示を受けながら会社の

経営をしていた。 他方で， 被告は自己の商売を拡大するとの当初の思惑ど

おりに， に電話設備を導入し，．．通信企画の利益を拡大した。

中小企業援護協会株式会社は， 平成l 2年1 1月30日， L に

商号を変更し，これに伴って代表取締役を被告から一に変更した。被告は，

同年1 2月25日に， L の取締役を辞任したが， 平成1 3年5月

1日に再び同社の取締役に就任した。

L は，．．が統括的立場で通信販売事業を展開した。 平成1 2 

年2月ころまでの売上は， 月額300万円程度であり， 同年3月以降徐々に

業績を上げて， 平成1 3年12月ころにはヒット商品があったこともあり，

月額8000万円程度の売上に達した。 創業から平成14年2月までの粗利

益の合計は約3億円に上っている。

L と H との間の資金移動をみると， 平成14年2月

までに， H から. L . ヘ約6億8 o.o 0万円の資金移動が

あったのに対して， L . から. H . への資金移動はわずか7

000万円である。 会員からの出資金で通信販売の広告費用を賄い， 通信販

売の利益によって会員に配当を行うというジー・ システムの表向きの説明か

らすると到底考えられない資金移動状況である。
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(5) -通信企画の業績

・■通信企画（同社の決算期は前年の5月1日から本年の4月30日まで

である。）では，平成10年から平成1 3年まで毎年平均約1億1000万か

ら1億2000万円の売上げを計J::し．平成14年には約1億円の売上げを，

平成1 5年には約8000万から9000万円の売上げを， 平成1 6年には

約7000万円の売上げを計上したa

・信企回は， H 設立直後（平成8年ころ）から，同社と取

引を開始し， 平成1 3年まで取引関係を継続した。 この間...通信企画で

は， H に対して平均。して年間約2000万円の売上げを計上して

いた。具体的に， 年間1200万から1300万円が . A  の各

事務所への電話機の設備代であり， 残りが防犯カメラシステムの設備代であ

る。

2 争点(l} (不法行為責任）について

(1)原告らが主張する， 被告の不法行為は， ① H , L の

設立に参画し，. L の役員として経営に参画した点，②-直信企

画の代表者として，社員監視システム（防犯カメラシステム）を納入した点，

③ A の詐欺商法の発覚後に証拠隠滅工作， 財産隠匿に関与し

た点の3点である。

(2) 日 の立ち上げは， 既存の会社を買い取るのに口を利き， 買い取

り後初代の代表取締役に2週間程度在任したものである。 H は，

株式会社に組織変更し， ■■が代表者となって，多数の会員から資金を集め，

A の詐欺商法の中核となった会社である。 したがって， この

H の立ち上げに関与したことは問題である。 しかし，被告が詐欺

商法が問題となった ↓ 当時から．．と取引があり，．．の行う

商法が眉唾ものであることをそれなりに推知していたものと推認できないで

はないが， ジー ・システムの概要， そして， それが明確な詐欺商法であるこ

17 
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とを知った上てi111の会社買い取りの依頼を承知して，これを実行したこと

を認めるまでの証拠は足りない。したがって， H の代表取締役在

任期間が極めて短期であることに照らしても， H の立ち上げ，ジ

ー・システムの計画立案に関与したとは認められず，この点をとらえて， ■

■らの不法行為について共同不法行為者の地位にあったと認めることはでき

ない。

(3) 次に，被告力： L の代表取締役に就任していた期間は，その設立

時の平成1 1年6月14日から平成1 2: 年1 1月30日までの1年5か月の

期間であり，取締役に就任していた期問は，平成1 1年6月14日から平成

1 2年1 2月25日までと平成1 3年5月1日以降である。 - L の

会社業務は， ■■lが仕切っており，被告は，代表取締役として取引先との面

談や契約に■■ と同席したことがあるものの， 会社経営に口を出すことは全

くなかった。 L . ・において取締役会が開催されたこともない。

なお，甲F 1 8 (司法警察員作成の捜査報告書）よれば， 平成11年から

平成1 3年までの間に L から被告に対して合計243万円余りの

給与の支払があった旨の給与明細書の記載があることが認められる。被告は，

この給与の支給を受けた事実を否認している。 被告が し の役員と

しての業務を実質的に行っていなかったことに照らすと，給与明細書の配載

だけから給与の支払の事実を認定するのはいささか菌難で， その支払の事実

を裏付ける何らかの資料がない以上， L から被告への給与支払の

事実を認定することはできない。

そうすると，被告は L のいわゆる名目的取締役と考えるほかな

い。役員としての商法上の責任はともかく L の役員であったこ

とをもって，．．らの不法行為について共同不法行為者の地位にあったと認

めることはできないg

(4) さらに， A ‘の詐欺商法発覚後の証拠隠馘工作，資産隠しと
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原告らが指摘するのは， H が使用していたパソ＝ン類の売却処分

を行ったこと， ．． 佃有の湯河原の土地を-通信企画名義に変更したこと

である。

パソコン類の処分力濯■＇らにおいてその内容の処分を目的とした罪証隠誠

工作であったとしても， 被告において．．らの意図を知って行ったと認める

に足りる証拠がないから，この点を共同不法行為の根拠とすることはできな

い。また，湯河原の土地を．． 馳信企画の名臨に変更したのは一通信企

·画の売掛金残金1600万円の代物弁済として行われたものであり，それが

詐害行為として取消しの対象となるとしても，これを資産隠しと直ちに評価

できるものでもない。したがって，この点も共同不法行為の根拠とすること

はできない。

(5) 以上検討したとおりであり，以上の事情を総合割酌しても，被告が■■通

信企画の代表者として， A . Iの会社との取引によって取引上の

利益を得る目的で， ．． ＇との取引を継続するため••からの依頼を何でも受

け入れていた様子は窺えるが，．．らの詐欺商法の共同不法行為者と評価す

るには足りない。したがって，原告らの不法行為を理由とする損害賠償請求

は理由がない。

3 争点(3) (役員責任）について

(1) 前記認定のとおり，被告は， L の代表取締役，取締役の地位に

あったが，これはいずれも名目的取締役であって，経営に参画していたとは

言えない。また．被告が H の取締役（組織変更前の w

有限会社）の地位にあったが，その期間はわずかであり，これも．．の依

頼に基づく名目的なものであった。

(2)名目的取締役であっても， 当然に商法，有限会社法上の取締役の第三者責

任を免れるものではない。法律上は役員の地位にあり， 商法2 6 6条の3,

有限会社法30条の3が当然に適用される。名目的取締役については，法令
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が求める職務行為を到底期待できない等特段の事情がない限り， その職務塀

怠について責任を負うものである。

(3) 日 の取締役の在任期間は， 平成8年8月2 6日から同年9月6

日までのわずかな期間であり， その時点では， ジー・ システムと称した営業

活動はまだ開始していなかったから， 被告がこの時期に H の取締

役の地位にあったことをもって， 有限会社法30条の3に基づく責任を被告

に問うことはできない。

(4) . L の役員としての責任について検討する。

記認定のとおり， J とは別に H 

L は前

におけるジー・シ

◄

 

ステムの一環として通信販売を行う会社として平成1 1年6月14日設立さ

れたものである。 ジー ・システムとは前記のとおり， 会員が通信販売の商品

を特定し， その商品の宣伝広告受として会貝から出資を集め， 通信販売事業

の売上の30パーセントを会員に配当するというシステムであり， 通信販売

事業の存在が不可欠の要素となっている。 ところが， A が行

った通信販売事業は， およそ会員への配当を行うに足りる売上を行っておら

ず， ジー・システムは会員から集めた出資金を会社経費や配当に回すという

詐欺商法であった。 L. を含めて通信販売事業を行う会社は， その

ジー ・システムの外形を作るためのカモフラ ー ジュという役割を呆たしてい

たにすぎない。 しかし， L は. H と同様， ジー・システ

ムの重要な役割を担っていたものであり， その営業活動そのものが，

A の詐欺商法の栴成要素であったと言わなければならない。 前記の

とおり， A が出資金として集めた資金によって し

の会社経費が賄われていた。

(5)被告は， L の代表取締役の地位に1年5か月の期間在任し， そ

の後も， 約4か月の期間退任してその地位になかったが， . A  

の詐欺商法が発覚するまで取締役の地位にあったものである。 代表取締役と
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しては，その業務執行全般を統括し， 違法 ， 不当な業務を是正すべき戦務を

負い，取締役としても取締役会を通じて会社業務の適正を維持する義務があ

る。

L は， その通信販売業務における宣伝広告費が会員からの出資

金でまかなわれており ， その会員に約束した配当金の支払をするに足りる利

益を出さなければならなかった。 しかし， 実際には， 平成1 1年6月の

L 設立から平成14年2月までの2年8か月の間に， L は，

H から合計6億8000万円の資金の移動を受けたにもかかわら

ず 冒 . L( への資金移動は7000万円にすぎない。 ジー ・システム

の会員向けの説明からしたら到底考えられない実態である。

L の経営陣としては， ジー ・システムの一環として位置づけら

れている通信販売事業であることを考えれば， 自らの事業の最終的営業利益

率がジー ・システムにおいて必要とする水準を維持しているかどうかを把握

しなくてはならないし， 前記のように H との間の不自然な資金移

動について適格に把握して A の詐欺商法に早期に気づいて，

詐欺被害の発生を防止するぺき翰務があったというぺきである。

(6) L の業務を実質的に統括してい叫•i-;t, H におけ

る会員からの出資金の受入額を把握していなかったようである力t,.から

L において利益をあげることを期待されていないなど不自然なこ

とを言われながら，漫然と業務を行っていたと言わざるを得ない（甲F 2)。

(7)被告は， 前記のとおり名目的代表取締役， 取締役であったものであり，

L の経営に実質的に関与していなかった。 しかし， 前記認定のとお

り， 被告は ， H の立ち上げにおいて， 過去の経過から名前を出せ

ないという事情の・■からの依頼に基づいて休眠会社の買収に関与し，

W のころから有限会社の取締役に就任し ， 従来の. d 

ーからの発注で電話工事等の売上を得ていたものである。 そのため ， ．．
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8 の件で検挙され罰金刑を受けた後も，とくに・.,商法に

◄ 

ついて疑問を持とうとせず，．■通信企画の売上確保のために， ■■し依頼

によって， の代表取締役に就任するなど,.の信頼をつなぎ

止め続けてきた。 そして， A の電話設備， 防犯カメラシステ

ム等の発注を受けるため， しばしば A の関連会社を訪れ， 頴

客向けのエントリ ーガイドの内容は分かっていたし,.からジー ・システ

ムの説明も受けていた。 そして， 被告自身，．．通信企画という株式会社を

主催する事業家である。．

以上のような事情を考慮すると， 被告について，名目的取締役であったこ

とから ， 本来 L の代表取締役， 取締役としての義務を行うことが

およそ期待できないという事情はないというべきである。

(8) したがって， 被告には， 商法266条の3第1項に基づき， 詐欺商法につ

いての詐欺被害について， 損害賠償責任があるというべきである。

4 争点(4) (損害額及び因果関係）について

(1) 原告らの損害額

原告らは前記のとおり ， 組織的詐欺行為により. H に金員を拠出

したのであるから， 原告らの損害額は， 拠出額からその後の受取額を差し引

いた額と解するのが相当である。 そして， 破産者 H 

株式会社破産管財人 V により異議なく認められている届出債権額は， 前

提事実において摘示したとおりであり， 同額が原告らの被った損害額である

と認められる。

(2) 当裁判所が被告の責任原因として認めた事由は， L の取締役と

しての商法266条の3の責任であるが， かかる被告の資任は， L 

が A の詐欺商法の中で重要な役割を果たしていたことに鑑

みれば ， 決して小さいものではなく， その詐欺商法の延命と被害の拡大をも

たらした点で重大である。 本件のような組織的詐欺商法にあっては， 会員か
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ら出資を受けることによって詐欺行為が完了するのではなく， その返還を免

れるため幾多の手練手管が用いられるのである。 したがって， 一連の詐欺行

為の中で途中から加担した者も 一連の詐欺被害に対して損害賠償責任を負う

と解するのが相当である。

{3) 被告は， 直接，被害者に対して資金の提供を勧誘しているものではなく，

前記認定のように，商法上定められた取締役の責務としての業務執行の監視，

監督を怠り， L ひいては A の組織的詐欺商法を放

置し， その被害の拡大をもたらしたものである。 その意味では， 直接勧誘し

た営業社員以上に責任が重いと考えるべきである。 したがって， 被告は，組

織的な詐欺商法によって被害を受けた原告らに対しては， 被告が L 

の役員に就任する以前及び役員を一 時離れていた時期の資金提供について

も責任を負うものと解するのが相当である。

(4) よって， 被告の行為と原告らの損害との間には， その資金提供の時期を問

わず， 因果関係があるものと認める。

5 まとめ

以上より， 本件請求はいずれも理由があるから認容し， 主文のとおり判決す

る。

・東京地方裁判所民事第26部

裁判長裁判官 泡蛇 雫手 糸己 ク、 次臣

裁判官 � 音E 霙

23 



裁判官 ） I J及衷日ョ 葺 弓ム

◄

 

24 



�I 紐 債権額一覧

rx� し�-··�f•:·,-{,:\\:; 悶!―賛\5?}?、合；忍}:�弓uビ竺〗ご望；; � 隠沿直尉菅．：戸［＇；，嘉尋翌伍:.�:�腐：］・＿〗ざ戸笥り巧り］
-- . ... . .. . ． ヽ

. 一旧43. 62_2, 碕― ¥6い低甜7}-·¥78�祠

-� 一 l _ ,1�. 461, 1091 -¥ 豆fIT3�, ¥64
―

臨呵
• 
一―__ t _¥19, 021. zogt¥3, 1s豆��砥叩叫
---�J¥61.-p16. 3伺¥位豆硝＿ 叩圏
. 一-, 早i)

ー
L孔14いsoJ-叫�-1豆叫 ．

― I _t�2.-�03, 1441)6. 39�._12り祁6,406,423r:

-ー-―ー］町；詞 '¥7. -9研四t 959,.3�8,

、.. __ , ¥33�-3as; ro·�I --·- - . ¥oj¥33, 385�
; .: t� 

一 知， 1176]�¢直
―

¥36, 001, 9631

仁1螂］

叫yi8�'l:12�TSJ

¥4. 221,· 釘�[ 孤切，一組I
剖7!5�田
¥0い!�

叫［い1��

叫
―

¥5_�包い判
叫羽，呵

.'-· ー 一い謡直
叫¥36, 00� 到．

国，�2!1

◄ 

j
 
．．

 

. . 
． 
. 

． . . . 




